※ 営業所技術者等又は経営業務の管理責任者が、「主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事
（営業所と工事現場が近接している場合）」を兼務する場合に提出が必要な書類になります

（別記様式４）


営業所技術者等又は経営業務の管理責任者の兼務に関する届出書

年　　月　　日　

佐世保市長　様


受注者　住　　　　所　
　 商号又は名称　
　 代表者氏名  


　下記の者が次の要件を満たしていることを誓約しますので、兼務について届け出ます。


① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
　 ※ 近接とは、営業所と工事現場間が本土市内（離島については同一島内）であること
なお、他市町の区域内の工事については１０ｋｍ程度または３０分程度であること
③ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
④ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係（３か月以上）にあること


　
	兼務する者に関する事項

	兼務する者の氏名
	

	担　　　当
	□　営業所技術者等　　　□　経営業務の管理責任者




	兼務する工事に関する事項

	工事番号
	　

	工 事 名
	　

	工事場所
	

	工　　期
	令和　年　月　日　から　令和　年　月　日 まで

	契約金額
	· 　　　　　　　　　　円

	兼務内容
	☐　主任技術者　　　□　監理技術者

	理　　　　由
	




